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〔
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
二
〇
〇
〕

昭
和
五
六
5
　
（
畷
騙
撮
壕
壼
巻
）

　
嫡
出
親
子
関
係
不
存
在
確
認
の
訴
に
お
け
る
父
子
関
係
と
母
子
関
係
と
の
合

　
一
確
定
の
要
否

　
　
親
子
関
係
不
存
在
確
認
請
求
事
件
（
昭
和
五
六
年
六
月
一
六
日
第
三
小
法
廷
判
決
）

　
　
恥
馳
（
原
告
・
被
控
訴
人
・
被
上
告
人
）
は
、
A
と
そ
の
先
妻
B
と
の
間
の
実
子

　
　
で
あ
る
。
A
は
の
ち
に
㌔
（
被
告
・
控
訴
人
）
と
再
婚
し
、
巧
（
被
告
．
控
訴
人
．

　
　
上
告
人
）
を
A
ぬ
間
の
嫡
出
子
と
し
て
届
出
を
な
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
㌔
は
A

　
　
駈
間
の
実
子
で
は
な
く
、
実
は
養
子
と
し
て
届
出
ら
れ
る
べ
ぎ
も
の
で
あ
つ
た
。

　
　
三
〇
年
余
の
間
、
蜘
馳
㌔
は
互
い
に
実
の
兄
弟
と
信
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
A

　
　
の
死
亡
後
、
泣
漁
は
右
の
真
相
を
知
り
、
㌔
㌔
を
相
手
方
と
し
て
「
㌔
は
A
㌔
間
の

　
　
子
で
は
な
い
」
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
訴
を
提
起
し
た
。

　
　
ぬ
㌔
は
、
亡
A
・
ぬ
と
㌔
間
に
実
際
に
は
血
縁
関
係
の
な
い
こ
と
を
認
め
た
が
、
抗

　
　
弁
と
し
て
、
ω
㌔
に
つ
い
て
の
出
生
屈
は
養
子
縁
組
の
届
出
と
し
て
の
効
力
を
認
め

　
　
ら
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
、
⑧
三
〇
年
余
も
実
子
同
然
の
生
活
を
し
て
来
た
の
に
、
A
死

　
　
亡
後
、
相
続
財
産
の
取
分
を
大
ぎ
く
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
泣
漉
の
本
訴
請
求
は
権

　
　
利
の
濫
用
で
あ
あ
る
、
と
主
張
し
た
。

　
　
第
一
審
判
決
は
、
㌔
㌔
の
右
主
張
を
排
斥
し
て
、
蜘
漉
の
請
求
を
そ
の
ま
ま
認
容
し

　
　
た
。

判
　
例
　
研
究

控
訴
審
に
お
い
て
も
、
㌔
勤
は
前
記
の
抗
弁
を
主
張
し
た
が
、
い
ず
れ
も
容
れ
ら
れ

な
か
つ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
裁
判
所
は
判
決
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
。
す
な
わ

ち
、
e
A
と
㌔
の
間
の
親
子
関
係
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
⇔
㌔
及
び
㌔

と
の
間
の
親
子
関
係
が
存
在
し
な
い
こ
と
の
確
認
を
求
め
る
訴
は
却
下
す
る
、
と
。

こ
れ
は
、
当
該
裁
判
所
が
、
本
件
訴
を
亡
A
と
㌔
と
の
間
の
父
子
関
係
不
存
在
確
認

の
訴
お
よ
び
h
と
㌔
の
間
の
母
子
関
係
不
存
在
確
認
の
訴
の
併
合
さ
れ
た
も
の
、
と

解
釈
し
た
こ
と
に
基
づ
く
。
そ
し
て
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
亡
A
の
子
泣
漉
に
確
認

の
利
益
を
肯
定
し
た
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
恥
施
は
㌔
と
姻
族
関
係
を
も
つ
に
す

ぎ
な
い
か
ら
確
認
の
利
益
を
欠
く
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。

㌔
が
上
告
（
㌔
と
の
関
係
で
訴
を
却
下
さ
れ
た
X
ら
は
上
告
せ
ず
）
。
上
告
理
由
は

前
述
の
抗
弁
を
改
め
て
主
張
す
る
も
の
で
あ
つ
た
が
、
最
高
裁
判
所
は
理
由
な
し
と

判
断
し
、
上
告
を
棄
却
し
た
。
そ
の
際
、
「
原
審
は
、
本
件
訴
の
う
ち
母
子
関
係
不

存
在
確
認
を
求
め
る
確
認
の
利
益
を
否
定
す
る
前
提
と
し
て
、
嫡
出
親
子
関
係
不
存

在
確
認
の
訴
に
お
い
て
は
父
子
関
係
と
母
子
関
係
の
各
不
存
在
を
合
｝
に
の
み
確
定

す
る
必
要
は
な
い
も
の
と
し
て
い
る
が
、
右
の
原
審
の
判
断
は
相
当
で
あ
り
、
以
上

の
見
解
と
異
な
る
大
審
院
判
例
（
昭
和
四
年
㈲
第
五
九
七
号
同
年
九
月
二
五
日
判

決
・
民
集
八
巻
一
一
号
七
六
三
頁
、
昭
和
一
九
年
㈲
第
三
三
六
号
同
年
六
月
二
八
日

判
決
・
民
集
二
三
巻
一
五
号
四
〇
一
頁
）
は
変
更
さ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
」
旨
、
最
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
　
　
（
一
〇
六
七
）
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判
　
例
　
研
　
究

裁
判
所
は
説
示
し
た
。

　
鞠
　
最
高
裁
判
所
が
、
本
件
事
案
に
お
い
て
㌔
の
上
告
理
由
を
容
れ
な
か
つ

た
点
の
当
否
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
上
告
理
由
は
い
ず
れ
も

実
体
法
上
の
問
題
で
あ
り
、
最
高
裁
民
訴
事
例
研
究
で
あ
る
本
稿
が
そ
れ
を
扱

う
の
は
適
当
で
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
判
決
の
注
目
さ

れ
る
べ
き
点
は
、
　
「
嫡
出
親
子
関
係
不
存
在
確
認
の
訴
に
お
い
て
は
父
子
関
係

と
母
子
関
係
の
各
不
存
在
を
合
一
に
の
み
確
定
す
る
必
要
は
な
い
」
と
し
て
、

過
去
の
判
例
を
変
更
し
た
こ
と
に
あ
る
か
ら
、
本
稿
で
は
こ
の
点
に
焦
点
を
絞

り
考
察
す
る
。

　
二
　
嫡
出
親
子
関
係
の
存
否
確
認
の
訴
は
、
父
母
お
よ
び
子
の
三
者
間
に
合

一
に
の
み
確
定
す
る
こ
と
を
要
す
る
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
で
あ
る
、
と
解
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
の
が
大
審
院
以
来
の
判
例
で
あ
り
、
通
説
も
こ
れ
を
支
持
し
て
き
た
。
そ
れ

は
嫡
出
親
子
関
係
を
一
個
の
法
律
関
係
と
し
て
把
え
、
こ
の
法
律
関
係
の
存
否

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

が
確
認
の
訴
の
訴
訟
物
に
な
る
と
理
解
す
る
こ
と
に
よ
る
当
然
の
帰
結
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
合
一
確
定
の
必
要
な
し
と
す
る
近
時
の
考
え
方
は
、
嫡

出
親
子
関
係
が
一
個
の
法
律
関
係
で
あ
る
と
い
う
判
例
・
通
説
の
把
握
を
批
判

す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
た
。
す
な
わ
ち
、
嫡
出
親
子
関
係
を
一
個
の
法
律
関
係

と
看
倣
す
こ
と
は
、
旧
民
法
当
時
の
「
家
」
の
制
度
の
も
と
で
、
家
と
子
の
関

係
を
念
頭
に
お
か
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
要
請
に
ょ
る
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
の

こ
と
は
現
行
法
の
家
族
に
関
す
る
基
本
原
理
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
攻
撃
す

（
5
）

る
。
嫡
出
親
子
関
係
は
、
　
「
父
子
関
係
と
母
子
関
係
に
加
え
る
に
、
父
と
母
の

婚
姻
関
係
の
結
合
に
よ
つ
て
生
れ
る
複
合
的
法
律
関
係
で
あ
つ
て
、
基
本
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ニ
ハ
　
　
（
一
〇
六
八
）

る
親
と
子
の
法
律
関
係
で
は
な
い
」
と
い
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
立
場
に

あ
つ
て
は
、
お
よ
そ
親
子
関
係
存
否
確
認
の
訴
の
訴
訟
物
は
、
常
に
父
子
関
係

か
母
子
関
係
と
い
う
二
つ
の
法
律
関
係
ご
と
に
別
個
で
あ
つ
て
、
こ
の
理
は
嫡

出
親
子
関
係
と
い
え
ど
も
、
な
ん
ら
異
な
る
も
の
で
は
な
い
と
理
解
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
嫡
出
で
あ
る
か
否
か
は
、
身
分
関
係
の
基
本
単
位
を
構
成
す
る
要
素
で
は
な

い
。
こ
の
こ
と
は
近
時
の
有
力
説
が
指
摘
す
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
単

に
身
分
関
係
の
基
本
単
位
と
し
て
嫡
出
で
あ
る
か
否
か
の
区
別
を
間
う
べ
き
で

は
な
い
か
ら
と
い
つ
て
、
嫡
出
親
子
関
係
が
、
父
子
関
係
と
母
子
関
係
お
よ
び

父
母
の
婚
姻
関
係
に
分
解
し
う
る
と
す
る
考
え
方
に
は
、
直
ち
に
賛
成
し
が
た

い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
は
末
だ
嫡
出
・
非
嫡
出
と
い
う
形
容
を
付
さ
な
い
父

母
子
の
三
者
間
の
親
子
関
係
を
身
分
関
係
の
基
本
単
位
と
す
る
こ
と
の
是
非

が
、
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
生
物
学
的
現
実
に
お
い
て
、
父
母
を
有
さ
な
い
子
は
存
在
し
な
い
。
社
会
生

活
を
規
律
す
る
た
め
、
そ
の
生
物
学
的
現
実
に
法
的
な
意
味
が
付
与
さ
れ
て
は

じ
め
て
、
身
分
関
係
の
基
本
単
位
で
あ
る
親
子
関
係
と
い
う
法
概
念
が
成
立
す

る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
法
概
念
が
、
右
の
自
然
的
事
実
を
可
能
な
限
り
適
切
に

反
映
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
論
を
侯
た
な
い
。
し
た
が
つ

て
、
社
会
生
活
を
規
律
す
る
法
的
な
道
具
概
念
と
し
て
、
父
母
子
の
親
子
関
係

を
父
子
関
係
と
母
子
関
係
に
分
解
す
る
こ
と
が
一
応
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、

こ
の
観
点
か
ら
省
察
す
る
と
き
、
嫡
出
で
あ
れ
非
嫡
出
で
あ
れ
父
母
子
の
三
者

間
の
親
子
関
係
を
身
分
関
係
の
基
本
単
位
と
す
る
こ
と
が
、
よ
り
正
し
い
態
度

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
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さ
ら
に
、
父
母
子
の
三
者
間
の
親
子
関
係
を
父
子
関
係
と
母
子
関
係
と
に
分

解
し
、
そ
れ
ぞ
れ
身
分
関
係
の
基
本
単
位
と
す
る
こ
と
が
不
適
当
な
こ
と
は
、

法
的
な
父
子
関
係
が
、
嫡
出
推
定
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
認
知
あ
る
い
は
認
知
の

訴
と
い
つ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
母
子
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

を
基
礎
と
し
て
の
み
発
生
す
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
、

法
的
な
父
子
関
係
と
は
、
今
か
り
に
父
母
子
を
そ
れ
ぞ
れ
甲
乙
丙
と
す
る
な
ら

ぽ
、
　
「
乙
を
母
と
す
る
甲
丙
間
の
父
子
関
係
」
と
看
倣
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
同
様
に
、
法
的
な
母
子
関
係
と
は
「
甲
を
父
と
す
る
乙
丙
間
の
母
子
関

　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

係
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
父
子
関
係
や
母
子
関
係
は
、

い
ず
れ
も
父
母
子
の
三
者
間
の
親
子
関
係
と
い
う
一
個
の
法
律
関
係
を
、
別
な

言
葉
で
言
い
換
え
た
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
親

子
関
係
の
法
的
な
構
成
か
ら
考
察
し
て
も
、
身
分
関
係
の
基
本
単
位
は
、
嫡
出

で
あ
れ
非
嫡
出
で
あ
れ
、
父
母
子
の
三
者
間
の
親
子
関
係
と
い
う
一
個
の
法
律

関
係
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
三
　
本
件
の
最
高
裁
判
所
は
、
　
「
嫡
出
親
子
関
係
不
存
在
確
認
の
訴
に
お
い

て
は
父
子
関
係
と
母
子
関
係
の
各
不
存
在
を
合
一
に
の
み
確
定
す
る
必
要
は
な

い
」
と
し
、
過
去
の
大
審
院
の
判
例
は
変
更
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し

た
・
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
表
現
は
不
適
切
あ
る
い
は
不
親
切
で
あ
る
・
と
い

う
の
は
、
従
来
の
判
例
に
お
い
て
変
更
さ
れ
た
箇
所
は
嫡
出
親
子
関
係
を
一
個

の
法
律
関
係
と
看
倣
し
て
き
た
点
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
判
例

が
合
一
確
定
の
必
要
性
を
説
く
の
は
、
嫡
出
父
子
関
係
と
嫡
出
母
子
関
係
の
各

存
否
に
対
し
て
で
あ
り
、
本
件
最
高
裁
の
判
旨
に
記
さ
れ
た
意
味
で
の
単
な
る

父
子
関
係
と
母
子
関
係
で
は
な
い
。
大
審
院
の
判
例
と
い
え
ど
も
、
こ
の
意
味

　
　
　
判
　
例
　
研
　
究

で
の
単
な
る
父
子
関
係
と
母
子
関
係
の
存
否
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ら
が
互
い
に

別
異
な
運
命
を
辿
る
べ
き
こ
と
を
認
め
て
ぎ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
嫡

出
親
子
関
係
不
存
在
確
認
の
訴
に
よ
つ
て
当
事
者
が
求
め
裁
判
所
が
判
断
し
て

き
た
も
の
は
、
嫡
出
性
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
右
の
意
味
で
の
単
な
る
父
子
関

係
の
不
存
在
や
母
子
関
係
の
不
存
在
、
あ
る
い
は
そ
の
双
方
な
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
お
い
て
、
従
来
、
何
故
に
嫡
出
親
子
関
係
が
一
個
の
法
律
関
係
で
あ
る
と

看
倣
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
不
存
在
確
認
の
訴
が
当
事
者
の
要
求
を
満
足
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
た
か
（
嫡
出
親
子
関
係
と
い
う
｝
個
の
法
律
関
係
を
単
な
る
父
子
関
係

と
母
子
関
係
に
分
解
し
て
は
じ
め
て
果
し
う
る
機
能
を
有
し
て
い
た
か
）
に
つ
い
て
検
討

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
私
見
の
よ
う
に
嫡
出

性
を
身
分
関
係
の
基
本
た
る
法
律
関
係
の
要
素
と
認
め
な
い
と
し
な
が
ら
も
嫡

出
・
非
嫡
出
を
問
わ
ず
父
母
子
の
三
者
間
の
親
子
関
係
を
身
分
関
係
の
基
本
単

位
と
理
解
す
る
立
場
に
あ
つ
て
、
合
一
確
定
の
必
要
性
を
有
す
る
も
の
が
は
た

し
て
何
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
え
よ
う
。

　
そ
も
そ
も
、
関
係
と
い
う
概
念
は
、
事
物
を
認
識
す
る
た
め
の
思
考
形
式
の

一
つ
で
あ
り
、
こ
れ
を
実
体
化
し
思
考
の
対
象
物
の
ご
と
く
扱
う
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
単
に
思
考
経
済
の
た
め
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
関
係
と
は
、
二
つ
以

上
の
思
考
の
対
象
が
何
ら
か
の
観
点
で
統
一
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
場

合
、
そ
れ
ら
の
対
象
は
そ
の
点
で
関
係
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た

が
つ
て
、
親
子
関
係
と
い
う
の
も
、
た
と
え
ば
甲
乙
丙
が
そ
れ
ぞ
れ
父
母
子
と

し
て
統
一
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う

に
考
え
る
と
、
父
母
子
の
三
者
間
の
親
子
関
係
不
存
在
確
認
の
訴
で
、
た
と
え

ぽ
上
述
し
た
よ
う
な
意
味
で
の
単
な
る
父
子
関
係
の
不
存
在
は
、
表
見
的
に
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
　
　
（
一
〇
六
九
）
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判
　
例
　
研
　
究

れ
ぞ
れ
父
母
子
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
甲
乙
丙
間
に
お
い
て
、
甲
を
父
と

し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
誤
り
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
甲
は
そ
の
関

係
を
担
う
一
主
体
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
こ
と
に
関
し
て
は
当
然
に
甲
乙
丙

の
三
者
間
で
合
一
に
の
み
確
定
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の
道
理
は
、
単

な
る
母
子
関
係
の
不
存
在
あ
る
い
は
単
な
る
父
子
関
係
・
母
子
関
係
と
も
に
不

存
在
の
場
合
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
四
　
以
上
の
よ
う
に
、
本
件
の
最
高
裁
判
所
が
嫡
出
親
子
関
係
の
不
存
在
確

認
の
訴
を
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
に
あ
た
ら
な
い
と
し
た
点
に
は
賛
成
で
き
な

い
。
第
一
審
判
決
を
正
当
と
考
え
る
。

（
1
）
　
本
判
決
に
お
い
て
変
更
さ
れ
る
べ
き
と
さ
れ
た
大
審
院
判
例
と
し
て
、
大
判
昭

　
和
四
年
九
月
二
五
日
（
民
集
八
巻
七
六
三
頁
）
、
大
判
昭
和
一
九
年
六
月
二
八
日
（
民

　
集
≡
二
巻
一
五
号
四
〇
一
頁
）
、
最
高
裁
判
所
の
も
の
と
し
て
は
、
最
判
昭
和
二
五

　
年
一
二
月
二
八
日
（
民
集
四
巻
＝
二
号
七
〇
一
頁
）
な
ど
が
あ
る
。

（
2
）
兼
子
一
「
親
子
関
係
の
確
認
」
民
事
法
研
究
ω
・
三
六
〇
頁
、
斉
藤
秀
夫
「
身

　
分
関
係
不
存
在
確
認
の
訴
」
・
家
族
法
大
系
Φ
二
八
六
頁
、
同
、
「
親
子
関
係
の
当

　
事
者
の
死
亡
と
親
子
関
係
存
否
確
認
の
訴
」
・
現
代
家
族
法
大
系
⑧
・
三
九
頁
、
山

　
木
戸
克
己
・
人
事
訴
訟
手
続
法
八
七
頁
、
鍛
治
良
堅
「
親
子
関
係
存
否
確
認
訴
訟
の

　
本
質
」
法
律
論
叢
三
六
巻
一
号
三
〇
二
三
頁
、
三
七
・
三
八
頁
、
菊
井
肺
村
松
・

　
全
訂
民
訴
法
Φ
・
三
三
二
頁
、
林
屋
礼
一
τ
注
釈
民
法
⑳
の
ー
・
五
九
頁
な
ど
。

（
3
）
　
た
と
え
ば
、
斉
藤
前
掲
「
親
子
関
係
の
当
事
者
の
死
亡
と
親
子
関
係
存
否
確
認

　
の
訴
」
三
九
頁
に
お
い
て
は
、
「
嫡
出
子
は
両
親
の
法
律
婚
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か

　
ら
、
法
律
上
当
然
に
父
母
を
有
し
、
父
と
子
の
間
は
嫡
出
関
係
で
、
母
と
子
の
間
は

非
嫡
出
関
係
で
あ
る
と
い
う
工
合
に
別
異
の
法
律
関
係
に
分
離
す
る
こ
と
は
あ
り
え

な
い
」
と
論
じ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
　
　
（
一
〇
七
〇
）

（
4
）
　
石
井
敬
二
郎
「
親
子
関
係
存
否
確
認
の
訴
に
お
け
る
訴
訟
物
」
司
法
研
修
所
創

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
立
一
〇
周
年
記
念
論
文
集
上
五
一
七
頁
似
下
、
加
藤
令
造
「
親
子
関
係
の
存
否
確
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
の
訴
の
本
質
及
び
構
造
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
七
八
号
四
七
・
四
八
頁
、
梶
村
太
市
「
親

　
子
の
一
方
死
亡
後
他
方
生
存
者
を
相
手
方
と
し
て
第
三
者
の
提
起
す
る
親
子
関
係
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
否
確
認
の
訴
と
家
事
審
判
法
二
三
条
審
判
の
適
否
」
上
ジ
ュ
リ
ス
ト
五
八
五
号
一
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
七
頁
以
下
な
ど
。

（
5
）
　
た
と
え
ば
、
前
掲
・
加
藤
・
四
七
頁
に
お
い
て
は
、
　
「
旧
法
時
代
に
は
、
…
…

　
家
督
相
続
の
問
題
が
あ
つ
て
、
…
…
単
に
父
子
関
係
又
は
母
子
関
係
だ
け
の
確
定
で

　
は
、
社
会
生
活
の
基
本
単
位
で
あ
る
戸
主
を
中
心
と
す
る
家
族
制
度
の
時
代
の
社
会

　
の
需
要
を
み
た
す
に
は
不
十
分
で
あ
つ
（
た
）
。
…
…
し
か
し
な
が
ら
、
新
民
法
の
下

　
で
は
父
子
関
係
又
は
母
子
関
係
を
確
定
す
れ
ば
、
身
分
関
係
と
し
て
は
、
そ
れ
自
体

　
具
体
的
な
法
律
関
係
の
確
定
と
な
つ
て
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
。
法
定
相
続
分
な
ど
の

　
差
異
は
遺
産
分
割
な
ど
の
関
係
当
事
者
間
に
お
い
て
の
み
解
決
す
れ
ば
足
り
る
事
柄

　
で
あ
つ
て
、
対
世
的
な
効
力
を
基
準
と
し
て
処
理
す
る
ま
で
の
必
要
性
は
認
め
得
な

　
い
」
と
論
じ
る
。

（
6
）
　
た
と
え
ば
、
鈴
木
禄
弥
・
唄
孝
一
「
人
事
法
1
」
に
お
い
て
は
、
身
分
関
係
の

　
基
本
単
位
を
父
子
関
係
と
母
子
関
係
に
分
解
し
な
が
ら
も
、
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟

　
と
な
る
一
事
例
と
し
て
「
戸
籍
上
A
が
C
男
B
女
夫
帰
の
嫡
出
子
と
な
つ
て
い
る
場

　
合
に
、
B
A
間
の
母
子
関
係
の
不
存
在
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
…
…
場
合
に
は
、
嫡

　
出
親
子
関
係
不
存
在
確
認
の
訴
え
と
い
う
形
を
と
る
べ
き
」
と
い
う
。

（
7
）
　
た
だ
し
、
い
わ
ゆ
る
「
父
の
な
い
子
」
の
場
合
は
、
法
的
に
は
母
子
関
係
の
み

　
が
独
立
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
父
母
子
の
三
者
間
の
親
子
関
係

　
と
い
う
完
成
態
に
ま
で
及
ば
な
い
不
完
全
な
関
係
で
あ
り
、
こ
の
不
完
全
性
を
克
服

　
す
る
た
め
に
こ
そ
、
法
は
認
知
あ
る
い
は
認
知
の
訴
と
い
つ
た
制
度
を
設
け
て
い
る

　
の
で
あ
る
。

（
8
）
私
見
に
ょ
れ
ば
、
非
嫡
出
親
子
関
係
の
存
否
確
認
の
訴
も
い
わ
ゆ
る
「
父
の
な
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い
子
」
の
場
合
を
除
い
て
固
有
必
要
的
共
同
訴
訟
で
あ
る
と
解
す
る
。
ま
た
、
嫡
出

否
認
の
訴
、
認
知
の
訴
、
認
知
取
消
・
無
効
の
訴
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ら
法
規
定
の

関
係
で
必
要
的
共
同
訴
訟
と
み
な
す
こ
と
は
無
理
で
あ
る
が
、
子
の
母
は
訴
訟
手
続

に
関
与
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
吉
村
徳
重
「
判
決
効
の
拡
張
と
手
続
保
障
－
身
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

訴
訟
を
中
心
と
し
て
i
」
山
木
戸
還
暦
・
実
体
法
と
手
続
法
の
交
錯
下
＝
二
六
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
お
い
て
は
、
当
事
者
に
よ
る
第
三
者
の
呼
出
（
民
訴
一
七
四
条
、
民
執
一
五
七
条

一
項
参
照
）
を
類
推
適
用
す
る
こ
と
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

　
尚
、
本
件
判
例
解
説
と
し
て
、
住
吉
博
・
法
学
セ
ミ
ナ
ー
一
九
八
二
年
三
月
号
一

三
九
頁
、
ま
た
、
本
件
控
訴
審
判
決
の
評
釈
と
し
て
、
小
山
昇
・
判
例
評
論
二
六
三

号
こ
O
O
頁
が
あ
る
。

永
井
博
史
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（
鴫
〇
七
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）


